
豊島区障害福祉サービス事業者等経営安定臨時支援金交付要綱 

 

令和８年３月１６日 

福祉部長決定 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害福祉サービス事業者等（以下「事業者」という。）における深

刻な人材不足等に関し、事業者が安定した経営ができるよう人材確保支援を目的とし

て、事業者に対し、予算の範囲内において豊島区障害福祉サービス事業者等経営安定臨

時支援金（以下「支援金」という。）を交付する。この交付に関しては、この要綱にお

いて必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、「事業者」とは、次に掲げる種別の障害福祉サービス等を行

う者をいう。 

(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１

２３号。以下「総合支援法」という。）第５条第１項に規定する障害福祉サービスを行

う者 

(2)総合支援法第５条第１９項に規定する地域相談支援又は計画相談支援、児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２の２第６項に規定する障害児相談支援を行う

者 

(3)総合支援法第５条第２８項に規定する地域活動支援センターを行う者 

(4)児童福祉法第６条の２の２第１項に規定する障害児通所支援事業を行う者 

(5)児童福祉法第７条第１項に規定する児童発達支援センターを行う者 

 

（支援金の額及び回数等） 

第３条 支援金の額は、前条の種別ごとに１事業者当たり１５万円とし、交付回数は１回

限りとする。 

 

（支援金交付対象者） 

第４条 支援金の交付対象者は、都立及び区立施設の事業者（指定管理者及び委託事業者

を含む）を除き、令和７年１２月１日に豊島区内に事業所又は施設を有し、東京都若し

くは豊島区の指定を受けている者とし、かつ、申請時点においても業務を継続している

者をいう。  

 

（交付申請） 

第５条 支援金の交付を受けようとする者は、障害福祉サービス事業者等経営安定臨時支

援金交付申請書兼請求書（別記第１号様式）を区長に申請しなければならない。 

２ 前項に規定する申請は、この要綱の適用の日から区長が定める期日までに行わなけれ

ばならない。 



 

（交付決定） 

第６条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、支援金を交

付すべきものと認めたときは、障害福祉サービス事業者等経営安定臨時支援金交付決定

通知書（別記第２号様式）により申請者に通知するものとする。 

 

（支援金の返還） 

第７条 区長は、支援金を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金

の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消し

の部分に関し、既に給付金が交付されているときは、その返還を命じるものとする。 

(1) 偽りその他不正な手段により、支援金の交付を受けたとき 

(2) 第４条に規定する要件を満たさなくなったとき 

(3) その他区長が不適当と認める事情が生じたとき 

 

（関係書類等の整理保存） 

第８条 事業者は、当該支援金対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当

該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該支援金対象事業が

完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉部長が別に定める。 

 

附 則 

  この要綱は、令和８年４月１日より施行する。 



別記第１号様式（第５条関係）〔表 面〕 

令和   年   月   日 

豊島区長 様 

申 請 者 

所 在 地   

法 人 名   

法 人 代 表 者   

法人代表者の役職   

担当者・電話番号      （     ） 

 

豊島区障害福祉サービス事業者等経営安定臨時支援金交付申請書兼請求書 

 

豊島区障害福祉サービス事業者等経営安定臨時支援金の交付を受けたいので、下記のとお

り申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額                      円 

 

２ 事業者別申請内訳 

番号 事業所番号 
事業者名 

（サービス種別） 
住  所 

1    
豊島区 

（  ） 

2    
豊島区 

（  ） 

3    
豊島区 

（  ） 

4    
豊島区 

（  ） 

5    
豊島区 

（  ） 

6    
豊島区 

（  ） 

7    
豊島区 

（  ） 

8    
豊島区 

（  ） 

 

 



別記第１号様式（第５条関係）〔裏 面〕 

 

３ 振込先 

振込先 

金融機関 

 
銀行 

信用金庫 

信用組合 

金融機関コード 
（4桁の番号） 

 

 支店 

支店コード 
（3桁の番号） 

 

普通   ・   当座 ※預金種目を○で囲む 

（フリガナ）   

口座名義   

口座番号   

 

 

４ 確認事項 

以下の内容を確認し、チェックをしてください。 

☐ 
支給対象事業者は、令和 7年 12月 1日時点においてサービスを実施しており、申

請時点においても、継続的に運営している。 

☐ 

振込金融機関の通帳又はキャッシュカード（名義、口座番号、金融機関コード、

支店コードが確認できる部分）の写しを添付している。 

 ※「振込口座」は、申請者（法人）名義と一致する必要があります。 



別記第２号様式（第６条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

              様 

 

豊島区長 

 

豊島区障害福祉サービス事業者等経営安定臨時支援金交付（不交付）決定通知

書 

 

 

年 月 日付で申請のありました、豊島区障害福祉サービス事業者等経営安

定臨時支援金について、下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

 

□  交 付 

豊島区障害福祉サービス事業者等経営安定臨時支援金決定額 

 

 

金             円 

 

（交付の条件） 

 

 

 

 

□  不交付 

 

（理由） 

 

 

 

 

 

 


